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「更正の請求手続と実体法論理の一考察」

本
稿
は
、
錯
誤
を
理
由
と
し

て
契
約
を
合
意
解
除
し
た
場
合

を
中
心
に
、
更
正
の
請
求
の
手

続
き
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

１１

錯錯
誤誤
をを
理理
由由
とと
すす
るる
合合
意意
解解
除除
のの
私私
法法
上上
のの
効効
果果

（
１
）
錯
誤

民
法
９５
条

意
思
表
示
は
、

法
律
行
為
の
要
素
に
錯
誤
が

あ
っ
た
と
き
は
、
無
効
と
す

る
。
た
だ
し
、
表
意
者
に
重
大

な
過
失
あ
っ
た
と
き
は
、
表

意
者
は
、
自
ら
そ
の
無
効
を

主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
規
定
は
、
①
「
法
律
行

為
の
要
素
に
錯
誤
」
が
あ
っ
た

と
き
、
か
つ
②
「
表
意
者
に
重

過
失
が
な
い
」
場
合
に
適
用
す

る
。
こ
れ
は
、
意
思
表
示
の
内

容
の
重
要
な
部
分
（
表
示
上
の

効
果
意
思
）
に
表
意
者
の
意
図

（
内
心
的
効
果
意
思
）
と
食
い

違
い
が
あ
る
と
き
に
、
表
意
者

に
重
過
失
が
な
い
限
り
意
思
表

示
を
無
効
と
し
て
表
意
者
を
保

護
す
る
も
の
で
あ
る
。

伝
統
的
に
は
、
判
例
お
よ
び

通
説
は
、
錯
誤
が
意
思
表
示
の

ど
の
段
階
に
生
じ
た
か
に
よ
っ

て
、「
動
機
の
錯
誤
」
と
「
表
示

行
為
の
錯
誤
」
に
分
類
す
る
。

租
税
裁
判
で
納
税
者
が
錯
誤
無

効
を
理
由
と
し
て
課
税
の
取
消

し
を
主
張
す
る
場
合
の
ほ
と
ん

ど
が
動
機
の
錯
誤
に
当
た
る
。

動
機
の
錯
誤
の
例
と
し
て

は
、
あ
る
馬
が
受
胎
し
た
良
馬

で
あ
る
と
信
じ
て
そ
の
馬
を
買

っ
た
が
、
実
際
に
は
そ
の
馬
は

良
馬
で
も
な
く
受
胎
も
し
て
い

な
か
っ
た
場
合
や
鉄
道
が
敷
設

さ
れ
る
と
い
う
噂
を
信
じ
て
辺

鄙
な
土
地
を
高
額
で
買
い
受
け

た
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

も
と
も
と
、
我
が
国
で
は
民
法

起
草
当
時
に
お
い
て
「
縁
由
の

錯
誤
」
は
無
効
と
し
て
い
な
か

っ
た
（
旧
民
法
財
産
編
３
０
９

条
）
が
、
そ
の
後
の
学
説
判
例

が
進
化
し
て
、
動
機
の
錯
誤
で

も
動
機
が
表
示
さ
れ
て
意
思
表

示
の
内
容
と
な
っ
た
場
合
に
は

法
律
行
為
の
要
素
の
錯
誤
が
認

め
ら
れ
（
最
高
裁
昭
和
２９
年
１１

月
２６
日
判
決
）
、
最
近
の
学
説

で
は
、
動
機
の
錯
誤
と
他
の
錯

誤
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
同
等

に
扱
う
べ
き
と
し
て
動
機
の
錯

誤
に
も
民
法
９５
条
が
適
用
さ
れ

る
見
解
が
通
説
で
あ
る
。

意
思
表
示
は
、
黙
示
の
場
合

も
認
め
ら
れ
る
。
離
婚
に
伴
い

不
動
産
を
財
産
分
与
し
た
場
合

の
課
税
を
巡
っ
て
の
錯
誤
主
張

例
（
最
高
裁
平
成
元
年
９
月
１４

日
判
決
）
で
は
、
黙
示
的
に
表

示
さ
れ
た
動
機
に
つ
い
て
要
素

の
錯
誤
を
認
め
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
錯
誤
の
効
果
に

つ
い
て
、
現
在
、
法
務
省
の
「
民

法
（
債
権
関
係
）
部
会
」
に
お

い
て
審
議
中
で
あ
る
（h

t
t
p
:

/
/
w
w
w
.m
o
j
.g
o
.j
p
/
s

h
in
g
il
/
s
h
i
n
g
ik
a
i
s
a

ik
e
n
.h
t
m
l

）
。

（
２
）
合
意
解
除

合
意
解
除
の
効
果
に
つ
い

て
、
判
例
お
よ
び
通
説
は
、
法

定
解
除
ま
た
は
約
定
解
除
と
同

様
に
、
当
事
者
が
別
段
の
意
思

表
示
を
し
な
い
限
り
、「
合
意

解
除
は
契
約
を
遡
及
的
に
消
滅

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
、
基
本

的
な
効
果
で
あ
る
」（
遠
藤
浩

ほ
か
編
『
民
法
（
５
）
契
約
総

論
〔
第
４
版
〕
』
有
斐
閣
双
書

〔
２
０
０
１
年
〕
２
１
２
頁
）

と
さ
れ
る
。

ま
た
、
契
約
の
効
力
消
滅
の

方
向
性
が
相
違
す
る
観
点
か

ら
、
一
時
的
債
権
債
務
と
継
続

的
債
権
債
務
と
を
区
別
し
、
前

者
は
、
解
除
に
よ
っ
て
契
約
の

効
力
を
過
去
に
遡
及
し
て
消
滅

さ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る

が
、
後
者
は
、
将
来
に
向
か
っ

て
契
約
の
効
力
を
消
滅
さ
せ
る

こ
と
の
み
が
可
能
な
の
で
あ
る

か
ら
、
解
約
告
知
と
い
う
解
除

と
区
別
さ
れ
た
概
念
を
た
て
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
指
摘

が
あ
る
（
加
藤
雅
信
・
岩
崎
政

明
「
租
税
法
学
と
民
法
学
の
対

話
―
不
当
利
得
を
接
点
と
し
て

―
」
租

税

法

研

究
３６
巻
２
号

〔
１
９
９
２
〕
９１
頁
参
照
）
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
譲
渡
契

約
や
贈
与
契
約
は
一
時
的
債
権

債
務
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
契
約
解
除
の
効
力
は
遡
及

的
に
消
滅
す
る
。

２２

更更
正正
のの
請請
求求

（
１
）
国
税
通
則
法

あ
る
取
引
が
成
立
し
、
所
得

が
あ
っ
た
と
し
て
確
定
申
告
を

し
た
が
、
そ
の
後
、
錯
誤
を
理

由
と
し
て
そ
の
契
約
を
合
意
解

除
し
た
場
合
、
是
正
を
求
め
る

納
税
者
か
ら
の
手
続
き
と
し
て

は
、
更
正
の
請
求
（
税
通
２３
）

が
あ
る
。
同
条
１
項
は
、
原
則

規
定
で
法
定
申
告
期
限
か
ら
１

年
以
内
と
さ
れ
て
い
る
。
同
条

２
項
は
、
法
定
申
告
期
限
後
に

一
定
の
事
実
（
後
発
的
事
由
）

が
生
じ
た
場
合
、
２
月
以
内
に

１
項
の
更
正
の
請
求
が
で
き
る

こ
と
を
定
め
て
い
る
。

同
条
２
項
柱
書
括
弧
書
で

は
、「
納
税
申
告
書
を
提
出
し

た
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号

に
掲
げ
る
期
間
の
満
了
す
る
日

が
前
項
に
規
定
す
る
期
間
の
満

了
す
る
日
後
に
到
来
す
る
場
合

に
限
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
規
定
に
よ
り
、
１
項
と

２
項
の
適
用
関
係
を
明
確
に
し

て
い
る
（
武
田
昌
輔
監
修
『
Ｄ

Ｈ
Ｃ
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
国
税
通

則
法
第
１
巻
』
１
４
２
５
頁
参

照
）
。
つ
ま
り
、
法
定
申
告
期

限
か
ら
１
年
以
内
に
同
条
２
項

の
理
由
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り

同
条
１
項
の
更
正
の
請
求
を
す

る
場
合
に
は
、
や
む
を
得
な
い

理
由
は
必
要
と
し
な
い
。

同
条
１
項
と
２
項
を
め
ぐ
る

解
釈
論
と
し
て
は
、
請
求
理
由

二
元
説
（
制
限
説
）
と
請
求
理

由
一
元
説
（
無
制
限
説
）
の
対

立
が
あ
る
。
制
限
説
で
は
、
や

む
を
得
な
い
事
情
に
該
当
し
な

い
錯
誤
に
基
因
す
る
合
意
解
除

は
、
た
と
え
、
そ
の
解
除
の
日

か
ら
２
月
経
過
の
日
が
法
定
申

告
期
限
か
ら
１
年
以
内
と
い
う

原
則
の
更
正
の
請
求
の
期
限
到

来
前
に
到
来
す
る
場
合
で
あ
っ

て
も
更
正
の
請
求
は
認
め
ら
れ

な
い
。
一
方
、
無
制
限
説
で

は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
は
必

要
と
さ
れ
な
い
か
ら
、
同
条
１

項
の
更
正
の
請
求
は
可
能
に
な

る
。
同
条
２
項
の
趣
旨
は
、「
納

税
者
の
権
利
の
保
護
を
更
に
厚

く
し
た
も
の
」
で
あ
る
か
ら
、

無
制
限
説
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
所
得
税
法
・
法
人
税
法

私
法
取
引
に
お
け
る
要
素
の

錯
誤
に
よ
る
無
効
・
取
消
の
法

律
行
為
の
効
果
と
し
て
実
体
規

定
（
所
法
１
５
２
、
同
令
２
７

４
）
の
解
釈
に
基
づ
い
て
事
後

に
遡
及
し
て
課
税
標
準
等
に
つ

き
更
正
す
る
こ
と
が
あ
り
得

る
。
そ
し
て
、
継
続
事
業
を
前

提
と
す
る
者
が
無
効
・
取
消
お

よ
び
解
除
に
よ
っ
て
経
済
的
成

果
が
消
失
し
た
場
合
に
は
、
当

該
年
度
の
必
要
経
費
に
算
入
さ

れ
る
（
所
法
５１
②
、
同
令
１
４
１

一
・
三
）
。
法
人
に
お
い
て
も

同
様
で
あ
る
（
土
地
重
課
で
は

更
正
の
請
求
が
で
き
る
取
扱
通

達
が
あ
る
）
。

と
こ
ろ
が
、
継
続
事
業
以
外

の
者
の
解
除
に
つ
き
実
体
法
の

規
定
が
存
し
な
い
。
合
意
解
除

で
あ
っ
て
も
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
場
合
に
は
、
国
税
通

則
法
で
更
正
の
請
求
が
で
き
る

と
し
て
い
る
の
は
、
実
体
法
の

解
釈
と
し
て
経
済
的
成
果
消
失

が
当
然
に
更
正
の
請
求
が
で
き

る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
か

ら
と
解
す
る
。

（
３
）
相
続
税
法

相
続
税
法
に
は
、
前
記
所
得

税
法
の
よ
う
な
実
体
法
規
定
が

存
し
な
い
。
し
か
し
、
特
別
の

規
定
が
存
し
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
贈
与
税
の
個
別
通
達

「
１１
」
は
合
意
解
除
で
あ
れ
ば

贈
与
税
を
課
す
る
と
し
て
い

る
。
ま
た
、
同
通
達
は
、
上
記

（
２
）
で
論
じ
た
趣
旨
か
ら
国

税
通
則
法
の
規
定
に
も
抵
触
す

る
と
解
さ
れ
る
。

３３

最最
高高
裁裁
平平
成成
２２
年年
５５
月月
１１１１
判判
決決
のの
意意
義義

同
判
例
は
、
税
法
解
釈
の
誤

解
で
あ
っ
て
も
譲
渡
契
約
の
錯

誤
無
効
を
容
認
し
、
か
つ
、
合

意
解
除
の
成
立
時
期
で
は
な
く

所
得
概
念
の
経
済
的
成
果
説
の

立
場
で
判
断
し
て
い
る
意
味
に

お
い
て
重
要
で
あ
る
。

本
事
案
は
、
原
告
が
居
住
用

財
産
を
同
族
関
係
の
あ
る
会
社

に
譲
渡
し
た
。
そ
の
際
、
居
住

用
財
産
の
特
例
の
適
用
が
あ
る

と
考
え
て
い
た
が
、
申
告
後
に

同
特
例
の
適
用
が
な
い
こ
と
が

分
か
り
、
錯
誤
無
効
を
主
張
し

た
事
例
で
あ
る
。

本
件
の
原
判
決
（
東
京
高
裁

平
成
元
年
１０
月
１６
日
判
決
）
で

は
、「
合
意
解
除
は
、
原
契
約

を
遡
及
的
に
消
滅
さ
せ
る
こ
と

に
尽
き
」
、
売
買
当
事
者
に
特
別

控
除
の
適
用
が
あ
る
と
の
誤
解

が
あ
る
の
で
、「
本
件
合
意
解
除

は
錯
誤
無
効
（
最
近
の
最
高
裁

判
所
第
一
小
法
廷
平
成
元
年
９

月
１４
日
判
決
参
照
）
の
原
契
約

を
合
意
解
除
し
た
こ
と
に
帰
着
」

す
る
と
し
て
税
法
解
釈
の
誤
解

を
錯
誤
無
効
と
認
定
し
た
。

最
高
裁
は
、「
譲
渡
所
得
に

つ
い
て
所
定
の
申
告
を
し
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
当
該
譲
渡
行

為
が
無
効
で
あ
り
、
そ
の
行
為

に
よ
り
生
じ
た
経
済
的
成
果
が

そ
の
行
為
の
無
効
で
あ
る
こ
と

に
基
因
し
て
失
わ
れ
た
と
き

は
、
右
所
得
は
、
格
別
の
手
続

き
を
要
せ
ず
遡
及
的
に
消
滅
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、

税
務
署
長
は
、
そ
の
後
に
右
所

得
の
存
在
を
前
提
と
し
て
決
定

又
は
更
正
を
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
た

だ
し
、
本
件
は
、
譲
渡
代
金
を

更
正
処
分
時
に
お
い
て
返
還
し

て
お
ら
ず
、
譲
渡
収
入
が
現
実

に
消
滅
し
て
い
な
い
こ
と
に
な

る
と
し
て
更
正
処
分
を
適
法
と

し
て
い
る
。

こ
の
最
高
裁
判
決
は
、
税
法

の
不
知
ま
た
は
誤
解
と
い
う
主

観
的
事
実
で
あ
っ
て
も
、
錯
誤

無
効
を
容
認
し
、
遡
及
的
に
効

果
が
消
滅
す
る
こ
と
を
明
言
し
、

か
つ
、
経
済
的
成
果
が
消
失
し

た
と
き
に
は
、
租
税
実
体
法
上

の
所
得
は
消
滅
す
る
こ
と
を
明

確
に
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
件
は
、
１
項
と
２
項
の
解
釈

論
が
正
面
か
ら
争
わ
れ
た
事
案

と
し
て
も
「
極
め
て
重
要
」
な

意
義
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る

（
山
口
仁
士

本
件「
解
説
」月
報

３７
巻
６
号
１
０
８
０
頁
参
照
）
。

す
な
わ
ち
、
売
買
契
約
の
合

意
解
除
と
い
う
法
形
式
を
採
用

し
た
と
し
て
も
、
当
該
契
約
が

錯
誤
無
効
で
あ
る
場
合
に
は
、

法
律
行
為
の
無
効
に
起
因
し
て

経
済
的
成
果
が
失
わ
れ
た
場
合

の
更
正
の
請
求
の
特
例
（
所
法

１
５
２
、
所
令
２
７
４
）
の
規

定
に
よ
り
、
更
正
の
請
求
が
で

き
る
と
い
う
こ
と
を
合
理
的
に

解
釈
し
た
判
示
で
あ
る
。
た
だ

し
、
同
判
決
が
、
錯
誤
無
効
に

限
定
し
、
そ
の
他
の
合
意
解
除

は
、
所
得
消
失
の
効
果
が
発
生

し
な
い
と
い
う
判
決
で
あ
る
と

い
う
理
解
は
、
必
ず
し
も
妥
当

で
は
な
い
と
思
わ
る
。
錯
誤
無

効
を
理
由
と
す
る
合
意
解
除
の

場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
解

す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。

類
似
の
下
級
審
裁
判
例
と
し

て
は
、
東
京
地
裁
平
成
２１
年
２

月
２７
日
判
決
が
あ
る
。

４４

結結
びび

錯
誤
を
理
由
と
す
る
合
意
解

除
と
更
正
の
請
求
手
続
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
上
記
３
の
最
高

裁
判
決
の
趣
旨
か
ら
、
や
む
を

得
な
い
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず

に
、
例
え
ば
、
そ
の
合
意
解
除

が
「
調
査
ま
た
は
更
正
が
あ
る

べ
き
こ
と
を
予
知
さ
れ
た
も

の
」（
税
通
６５
⑤
等
参
照
）
で
は

な
く
、
か
つ
、
調
査
前
に
当
該

解
除
の
法
律
行
為
の
効
果
に
伴

っ
て
経
済
的
成
果
を
返
還
し
原

状
に
復
し
て
い
る
場
合
に
は
、

後
発
的
事
由
に
よ
る
更
正
の
請

求
を
よ
り
広
く
認
め
る
方
向
で

見
直
し
を
す
べ
き
で
あ
る
と
思

料
す
る
。

な
お
、
合
法
性
の
原
則
（
税

通
２４
、
７０
②
、
７１
①
二
）
の
法

理
に
照
ら
し
、
税
務
署
長
が
納

税
者
の
過
大
申
告
を
知
り
え
た

場
合
に
は
、
減
額
更
正
処
分
を

な
し
う
る
期
間
制
限
を
超
え
な

い
限
り
、「
課
税
庁
が
行
政
と

し
て
負
担
す
べ
き
指
針
的
、
当

為
的
な
抽
象
的
義
務
と
し
て
の

減
額
更
正
義
務
と
い
う
も
の
が

存
在
す
る
」（
大
淵
博
義
『
法

人
税
法
の
解
釈
と
実
務
』
大
蔵

財

務

協

会
（
１
９
９
４
年
）

７
１
２
頁
）
と
解
す
る
。

最
後
に
、
過
大
申
告
の
是
正

を
求
め
る
手
続
き
と
し
て
、
納

税
者
が
権
利
と
し
て
課
税
庁
に

対
し
更
正
の
義
務
の
履
行
を
法

的
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
立
法
化
を
期
待
し
た
い
。

安安
田田
京京
子子

﹇﹇
日日
本本
橋橋
﹈﹈

日
本
税
務
会
計
学
会

平
成
２１
年
１０
月
月
次
研
究
会
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